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椎　名　大　介・石　井　克　茂

「居心地が良く歩きたくなる」まちなかの創出に向けて，道路，公園，水辺空間，民間空地などの利活
用等に関する各地域のプロジェクトを推進するため，令和 3 年 3 月に関係省庁が連携して立ち上げた関係
省庁支援チームにおいて，パブリック空間を代表する道路空間の利活用手法をとりまとめた「「居心地が
良く歩きたくなる」まちなか創出に向けた道路空間利活用に関するガイドライン」を策定した。本稿では，
本ガイドラインの策定の背景や概要について紹介する。
キーワード：  道路空間利活用，道路占用許可，道路使用許可，まちづくり，関係省庁支援チーム

1．はじめに

我が国では人口減少や少子高齢化が進行し，ソー
シャルキャピタルの低下等の課題を抱える一方で，知
識集約型経済の拡大やグローバル化に伴う都市間競争
の加速，働き方改革やワークライフバランスの重視等
の働き方の多様化が進んでおり，都市における魅力向
上が求められている。こうした状況の中，人間中心の
豊かな生活の実現やイノベーションの創出による新た
な価値の創造と地域課題の解決を目指し，パブリック
空間の利活用等に関係する制度や施策を所管する省
庁・部局で構成された，「「居心地が良く歩きたくなる」
まちなか創出に向けた関係省庁支援チーム」において
議論を重ねてきた。

本ガイドラインは，近年，地域の賑わい創出のため
のイベント等による利用など，道路空間の利活用への
期待が高まっていることを踏まえ，パブリック空間を
代表する道路空間の利活用に着目し，地方公共団体や
まちづくり団体等の地域活動を行う方々に活用してい
ただくことを念頭に，地域活動を円滑に実施するため
の基礎情報をとりまとめたものである。

2．本ガイドライン策定の背景

公共空間利活用において，まちづくり団体等を対象
としたアンケートやヒアリングを実施した結果，道路
占用許可及び道路使用許可に関して主に以下のような
意見が寄せられた。
・ 賑わい空間として活用することに警察の理解が得ら

れにくい。
・ 行政主体で申請しないと許可が出にくい。
・ 祭りなど慣習になっているものであれば良いが，新

たなイベントだと難色を示される。
・ 協議や申請に時間を要するなど負担となっている。
・ 年間を通じて複数回ある取組に対する一括申請な

ど，許可を弾力的にしてほしい。
一方，管理者側は，許可基準等における一定の目安

を地域ごとに定めている場合があるほか，許可申請手
続の簡素化・弾力化に向けた取組等を実施していると
ころ，まちづくり団体側がそれらを把握していないこ
とによる認識のギャップが上記のような意見に繋がっ
ていると考えられることから，そのギャップを解消す
ることなどを目的として，本ガイドラインを策定した。

3．本ガイドラインの概要

本ガイドラインは，居心地の良い空間づくりを進め
るため，パブリック空間を代表する道路空間を利活用
した地域活動を行うに当たって必要となることの多い
道路占用許可及び道路使用許可に関し，地方公共団体
やまちづくり団体等が道路空間を利活用した地域活動
を円滑に実施するための一助となるよう，最近の動向
を踏まえつつ，解説したものである。

（1）道路占用許可
許可の基準や条件，許可の特例制度，許可手続の簡

素化・弾力化の取組について解説した。特例制度にお
いては，都市再生特別措置法や中心市街地の活性化に
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関する法律に基づく特例のほか，新たな特例制度とし
て，令和 2 年の道路法の一部改正により創設された「歩
行者利便増進道路（通称：ほこみち）」の制度概要や
手続の流れ等も記載し，道路占用の許可基準の一つで
ある無余地性の基準（道路の敷地外に余地がなくやむ
を得ないこと）を満たすことが難しい場合の対応を示
した。

また，許可手続の簡素化・弾力化の取組として，占
用物件の概要や安全確保策等に係る事前相談の積極的
な受付及び助言の実施，複数の物件をまとめた 1 枚の
申請書による一括申請，道路占用許可と道路使用許可
に係る事前相談や申請の一括受付等についても記載
し，道路管理者としても路上イベント等の実施を支援
していることを示した。

（2）道路使用許可
許可の基準や条件，許可期間，許可手続の簡素化・

弾力化に向けた取組について解説した。許可基準につ
いては，所轄警察署長が許可の判断を行うに当たり，
イベント等の開催目的に公益性があることを前提に，
地域住民や道路利用者等の合意形成の状況や，交通の
妨害の程度等を勘案して判断することを記載し，まち
づくり団体等から「基準がよくわからない」といった
意見が多く寄せられていた許可基準を明確にした。許

可期間については，許可が必要となる道路交通法に基
づく行為の分類（1 ～ 4 号）に応じた許可期間の設定
に関する考え方や，都道府県警察において許可期間に
係る基準を定めて公表している場合があることなどを
記載し，許可基準の見解が統一化されていることを示
すとともに，3 号に分類される露店や商品の陳列台等
の行為については，年間を通じて出店日や出店場所が
特定されていたり，毎月 1 回以上定期的に出店されて
いたりするなど，「定型的なもの」と判断される場合
には，許可期間が長く設定されることがあることを記
載し，条件によって弾力的な対応が可能であることを
示した。

また，許可手続の簡素化・弾力化に向けた取組とし
て，交通への影響を少なくするための方法に係る助言・
情報提供，複数の道路使用に係る許可の一括化，道路
使用許可と道路占用許可の申請に係る事前相談や一括
受付等について記載し，地域活性化等に資するという
社会的な意義があり，地域住民，道路利用者等の合意
に基づいて行われるイベント等については，警察にお
いても許可手続が円滑に行われるよう配慮した運用を
実施していることを示した。

（3）参考事例
道路占用許可及び道路使用許可が必要となる道路空

図─１　道路空間利活用における代表的事例（福井市）
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間利活用の取組における参考事例として，円滑な道路
空間利活用のポイントや警察との協議において留意す
べきポイント等を整理した代表的事例を掲載した。例
えば，福井市の事例では，円滑な道路空間利活用のポ
イントとして，以下の取組を実施している（図─ 1）。
・ 利活用に向けた関係者の合意形成の場を計画段階か

ら構築できたこと。
・ 実施主体に都市再生推進法人という公的な位置づけ

を付与したこと。
・ 都市再生特別措置法に基づく道路占用特例や都市利

便増進協定の制度を活用したこと。
・ 本格実施の前に社会実験を実施し，取組の効果や交

通安全性等を関係者間で検証・改善し，リスクを減
らした上で本格実施に移行したこと。
また，そのほか，活動の概要，道路占用許可におけ

る許可期間及び活用した特例制度，道路使用許可にお
ける許可期間及び許可が必要となる行為の分類等を整

理した地域事例を複数掲載し，両許可における許可期
間の目安等を示した（図─ 2）。

（4）その他
道路上で飲食店等の営業を行う場合には，食品衛生

法第 55 条に基づき，その施設の所在地を管轄する都
道府県知事，もしくは保健所を設置する市の市長又は
特別区の区長の許可が必要となるが，客席のみの場合
であれば許可が不要となることを参考情報として記載
した。

なお，本ガイドラインのポイント等を整理した概要
を図─ 3 に示す。

4．おわりに

国土交通省では，平成 30 年度から令和元年度にか
けて，産学官の関係者からなる「都市の多様性とイノ

図─２　道路空間利活用の地域事例
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ベーションの創出に関する懇談会」を開催し，都市経
済・社会の多様性の促進や付加価値を創出する都市の
在り方について検討を進めてきたところ，同懇談会よ
り，新たな都市像を示すキーワードとして『WEDO』

（Walkable, Eyelevel, Diversity, Open）が示されると
ともに，「官民のパブリック空間をウォーカブルな人
中心の空間へ転換し，民間投資と共鳴しながら『居心
地が良く歩きたくなるまちなか』を形成する必要があ
る」との提言を受けた。これを受け，人間中心の豊か
な生活の実現やイノベーションの創出による新たな価
値の創造と地域課題の解決を目指して，多様な人材が
集い，交流する「居心地が良く歩きたくなる」まちな
かの創出に向け，その取組を推進しているところであ
る。

今後，全国の様々な地域において，「居心地が良く
歩きたくなる」まちなかづくりを進めるに当たり，本
ガイドラインがその一助となれば幸いである。

なお，本ガイドラインは，以下の国土交通省ホーム
ページに掲載している。
（URL：https://www.mlit.go.jp/toshi/toshi_gairo_

tk_000099.html）
 

図─３　本ガイドラインの概要

石井　克茂（いしい　かつしげ）
国土交通省
都市局　まちづくり推進課　官民連携調整係長

［筆者紹介］
椎名　大介（しいな　だいすけ）
国土交通省
都市局　まちづくり推進課　企画専門官


